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補助事業一覧（さがみはら林業の人材育成・担い手の確保事業） 

事業内容 対象経費 補助金の額 

新たな林

業事業体

の育成支

援事業 

資格取得費

等の補助 

別表２に掲げる資格取得に係る

講習等の経費 

補助対象経費の 

１／２以内 

林業の新技

術等導入支

援事業 

別表２に掲げる器具等の購入、

リース又はレンタル等に係る費

用 

補助対象経費の 

１／２以内 

ただし２５０，０００円を上

限とする。 

新規就業

者への支

援 

資格取得費

等の補助 

就業３年以内の者を対象とした

別表２に掲げる資格取得に係る

講習等の経費 

補助対象経費の合計で 

１事業体につき年間１００，

０００円を上限とする。 

林業機械購

入費の補助 

就業３年以内の者を対象とした

次に掲げる機械の購入経費 

(１)刈払機 

(２)チェーンソー 

補助対象経費の合計で１事業

体につき年間１００，０００

円を上限とする。 

家賃補助 

就業３年以内で相模原市内に居

住し、事業体に就業した日から

６月以上継続して事業体に就業

しており、賃貸住宅の契約者で

ある者の家賃（敷金、礼金、共益

費等の諸経費を除く。） 

補助対象経費の 

１／２以内 

ただし、上限を月額１０，０

００円、６ヶ月までとする。 

林業就業

者の定着

支援 

資格取得費

等の補助 

別表２に掲げる資格取得に係る

講習等の経費 

補助対象経費の合計で１事業

体につき年間２００，０００

円を上限とする。 

資格取得に

長期間かか

る場合の経

費の補助 

１回５日以上の出席を要する林

業の業務上必要な資格の取得及

び研修の参加に係る経費 

１事業体につき年間２人以内 

１人につき１日５，０００

円、５日までを上限とする。 

安全装備購

入経費の補

助 

別表２に掲げるものであるこ

と。 

補助対象経費の合計で１事業

体につき年間１８０，０００

円を上限とする。 
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森林整備に

関する先進

地域研修に

係る補助 

研修に係る経費のうち、旅費（講

師招へいを含む）、宿泊費に係

るものとする。 

１事業体につき年間３人以内 

旅費は、１人につき２０，０

００円 

宿泊費は、１人につき１日

５，０００円、３日までを上

限とする。 

 

別表２ 

補助対象事業 
資格、安全装備等名 

種目 細目 

新たな林

業事業体

の育成支

援事業 

 

資格取得

費等の補

助 

（１）森林施業プランナー協会が実施する森林施業プランナ

ー資格の受験料及び認定申請料 

（２）一般社団法人日本森林技術協会が実施する林業技士資

格の受講料、テキスト代及び登録手数料 

林業の新

技術等導

入支援 

先端技術等を用いて生産性、労働安全衛生の向上に資する林

業に使用される器具、アプリケーションソフトウェア等のう

ち市長が認めるもの 

新規就業

者への支

援事業 

資格取得

費等の補

助 

(１)刈払機取扱作業者安全衛生教育 

(２)チェーンソーによる伐木等の業務に係る特別教育 

(３)玉掛け技能講習 

(４)小型移動式クレーン運転技能講習 

(５)フォークリフト運転技能講習 

林業就業

者の定着

支援事業 

資格取得

費等の補

助 

(１)伐木等機械の運転業務に係る特別教育 

(２)車両系建設機械(整地、運搬、積込み用及び掘削用)運転

技能講習 

(３)不整地運搬車運転技能講習 

(４)機械集材装置の運転の業務に係る特別教育 

(５)走行集材機械の運転の業務に係る特別教育 

(６)簡易架線集材装置等の運転の業務に係る特別教育 

(７)林業架線作業主任者 

(８)地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 

(９)はい作業主任者技能講習 
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(１０)高所作業車運転技能講習 

(１１)フルハーネス墜落制止用器具特別教育 

(１２)自動車第一種運転免許（中型・大型） 

(１３)その他市長が認めるもの 

安全装備

購入経費

の補助 

(１)チェーンソー防護ズボン 

(２)チェーンソー防護ブーツ 

(３)林業用ジャケット 

(４)林業用安全靴 

(５)防刃脚絆 

(６)林業用ヘルメット 

(７)空調服 

(８)その他市長が認めるもの 

 

 


